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令
和
７
年
〝
大
阪
府
母
子
家
庭
母
の
集
い
〟
に
お
い
て
、
ひ
と
り
親
家
庭
及
び
寡
婦
福
祉
の
更
な
る
向
上
を
図
る
た
め
参
加

者
一
同
の
総
意
に
よ
り
次
の
事
項
を
決
議
し
、
そ
の
実
現
を
関
係
機
関
に
強
く
要
望
し
ま
す
。 

 
 

《
府
・
市
町
村
へ
要
望
す
る
も
の
》 

 

１
．
大
阪
府
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
、
親
子
の
健
康
が
自
立
の
基
盤
と
な
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
将

来
を
担
う
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
成
を
図
る
た
め
、
同
居
親
族
の
所
得
要
件
を
廃
止
し
、
本
人
の
み
の
所
得
を
基
準
と

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
２２
歳
ま
で
の
大
学
生
等
と
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
延
長
を
大

阪
モ
デ
ル
と
し
て
創
設
さ
れ
た
い
。 

 

２
．
母
子
家
庭
の
母
等
の
雇
用
に
あ
た
っ
て
は
、
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
自
治
体
や
地
元
企
業
で
正

規
雇
用
の
拡
大
を
図
る
な
ど
、
正
規
雇
用
施
策
の
積
極
的
な
取
組
み
を
促
進
さ
れ
た
い
。 

 
 ３

．
ひ
と
り
親
家
庭
の
就
業
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
病
児
保
育
・
病
後
児
保
育
を
少
な
く
と
も
中
学
校
区
に
１
ヵ
所
は
実

施
し
、
利
用
方
法
も
簡
素
化
さ
れ
た
い
。 

 

４
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
高
学
年
ま
で
の
利
用
引
上
げ
を
市
町
村
に
お
い
て
格
差
な
く
整
備
を
図
ら
れ
た
い
。 

 

５
．
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
を
利
用
す
る
ひ
と
り
親
世
帯
に
つ
い
て
は
、
親
の
所
得
に
応
じ
て
利
用
料

金
の
軽
減
を
図
ら
れ
た
い
。 

 

６
．
母
子
家
庭
の
母
等
の
雇
用
対
策
事
業
等
と
し
て
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
が
運
営
す
る
公
共
施
設
内
等
の
売
店
や
自
動
販

売
機
の
設
置
に
つ
い
て
は
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
及
び
「
特
別
措
置
法
」
の
理
念
に
基
づ
き
優
先
し

て
許
可
さ
れ
た
い
。 

 

７
．
貧
困
寡
婦
の
生
活
安
定
対
策
と
し
て
、
ひ
と
り
親
家
庭
を
経
た
ひ
と
り
暮
ら
し
の
寡
婦
に
対
し
、
寡
婦
の
医
療
費
助
成

制
度
を
創
設
さ
れ
た
い
。 

 

《
国
へ
要
望
す
る
も
の
》 

１
．
児
童
扶
養
手
当
制
度
に
つ
い
て
は
、
生
活
実
態
に
合
わ
せ
て
見
直
さ
れ
た
い
。 

①
所
得
制
限
の
収
入
認
定
額
を
再
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
同
居
親
族
の
所
得
要
件
を
廃
止
さ
れ
た
い
。 

②
第
二
子
以
降
の
手
当
の
再
拡
充
を
図
ら
れ
た
い
。 

③
子
ど
も
が
進
学
す
る
場
合
１８
歳
到
達
後
の
年
度
末
か
ら
大
学
や
専
門
学
校
卒
業
時
ま
で
支
給
期
間
を
延
長
さ
れ
た
い
。 

 

２
．「
母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
き
、
雇
用
の
拡
大
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
雇
用
率
の
制
度
化
や
地
元
民
間
事
業
者
へ
の
協
力
要
請
な
ど
、
積
極
的
に
正
規
雇
用
施
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。 

 

３
．
養
育
費
の
支
払
い
の
義
務
を
法
律
に
よ
っ
て
強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
に
よ
る
養
育
費
の
立
替
え
払
い
制
度
な
ど
を
創
設
し
、
養
育
費
の
支
払

い
履
行
を
確
実
な
も
の
と
さ
れ
た
い
。 

 

４
． 

「
ひ
と
り
親
家
庭
及
び
寡
婦
の
医
療
費
助
成
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
自
己
負
担
額
や
助
成
内
容
が
居
住
地
に
か
か
わ
ら

ず
格
差
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
国
に
よ
る
新
た
な
助
成
制
度
を
創
設
さ
れ
た
い
。 

 

５
．
所
得
税
・
地
方
税
に
お
い
て
、
扶
養
親
族
の
い
な
い
生
別
寡
婦
や
未
婚
の
寡
婦
に
対
し
て
も
死
別
寡
婦
と
同
様
の
寡
婦

控
除
を
適
用
さ
れ
た
い
。 

 

令
和
七
年
九
月
十
七
日 

大
阪
府
知
事 

吉
村 

洋
文
様 

社
会
福
祉
法
人 

大
阪
府
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

理
事
長 

滝
本 

美
津
代 

 



 
 


